
研修名 対象者 研修時間数※１ 開催時期※２ 受講案内 受講地の都道府県 研修実施機関

実務研修 介護支援専門員実務研修受講研修に合格した者 87時間 12月～3月 ・試験合格者に受講決定通知を送付 試験受験地

再研修
介護支援専門員として、登録後５年以上実務に従事したこと
がない者

57時間 12月～3月
・個人への通知はしない
・山梨県介護支援専門員協会のホーム
　ページに受講案内を掲載

登録地

更新研修
介護支援専門員として実務に従事した経験を有しないが、
介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する者で
更新を希望する者

57時間 12月～3月
・個人への通知はしない
・山梨県介護支援専門員協会のホーム
　ページに受講案内を掲載

登録地

専門・更新研修Ⅰ
６か月以上介護支援専門員としての実務に従事している者
又は、介護支援専門員としての実務経験があり、有効期間
が１年未満に満了する者

56時間 6月～7月

・個人への通知はしない
・介護支援専門員必置事業所へ通知
・山梨県介護支援専門員協会のホーム
　ページに受講案内を掲載

登録地

専門・更新研修Ⅱ
３年以上介護支援専門員としての実務に従事している者又
は、介護支援専門員としての実務経験があり、有効期間が１
年未満に完了する者

32時間 8月～9月

・個人への通知はしない
・介護支援専門員必置事業所へ通知
・山梨県介護支援専門員協会のホーム
　ページに受講案内を掲載

登録地

主任介護支援専門員研修
十分な知識と経験を有する介護支援専門員で、介護支援専
門員に対する指導・助言と地域包括ケアシステムの構築に
向けた地域づくりが実践できる者

70時間 10月～12月

・個人への通知はしない
・介護支援専門員必置事業所へ通知
・山梨県介護支援専門員協会のホーム
　ページに受講案内を掲載

登録地

主任介護支援専門員
　　　　　　　　　更新研修

主任介護支援専門員として経験年数がある者又は継続的な
資質向上に努めている者のうち、主任介護支援専門員研修
修了証明書の有効期間が概ね２年以内に満了する者

46時間 6月～8月

・個人への通知はしない
・介護支援専門員必置事業所へ通知
・山梨県介護支援専門員協会のホーム
　ページに受講案内を掲載

登録地

※１　研修時間は法定時間数以上となっています。再研修・更新研修は実務研修と合同で開催しているため、研修時間数は57時間となります。

※２　開催時期はおおよその目安です。年度により開催時期が異なりますので、研修実施機関のホームページ等で確認してください。
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介護支援専門員研修の概要


